
吸収合併存続会社の事後開示事項 

 

株式会社平和堂（以下「甲」といいます。）は、南彦根都市開発株式会社（以下「乙」といいます。）と２０

２０年１月２１日をもって、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」

といいます。）を実施いたしましたので、会社法第８０１条第１項および会社法施行規則第２００条に基づい

て本書面を作成し、本店に備え置きます。 

 

１．吸収合併が効力を生じた日 

２０２０年１月２１日 

 

２．吸収合併消滅会社における会社法第７８４条の２、第７８５条、第７８７条および第７８９条の規定によ

る手続の経過 

 （１）吸収合併をやめることの請求 

    乙は、甲が全株式を有しているため吸収合併をやめることの請求はございません。 

 （２）反対株主の株式買取請求 

    乙は、甲が全株式を有しているため株式買取請求はございません。 

 （３）新株予約権買取請求 

    乙は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していなかったため、該当事項はございません。 

 （４）債権者の異議 

    乙は、２０１９年１２月１０日付官報により、乙の債権者に対して公告をし、かつ、知れている乙の

債権者に個別に催告いたしましたが、異議を述べた債権者はございませんでした。 

 

３．吸収合併存続会社における会社法第７９６条の２、第７９７条および第７９９条の規定による手続の経過 

 （１）吸収合併をやめることの請求 

    本合併は、会社法第７９６条の２ただし書きの規定により、甲の株主には吸収合併をやめることの請

求権はございません。 

 （２）反対株主の株式買取請求 

本合併は、会社法第７９６条の２ただし書の規定により、甲の株主には株式買取請求権はございませ

ん。 

 （３）債権者の異議 

甲は、２０１９年１２月１０日付官報および電子公告により甲の債権者に対して公告をいたしまし

たが、本合併について期限までに異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項（会社法

施行規則第２００条第４号） 

    甲は、２０２０年１月２１日をもって、乙からその資産、負債、契約上の地位およびこれに付随する

権利義務の一切を承継いたしました。 

 

５．会社法第７８２条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面または電磁的記録に記載された

事項  

 別紙のとおりです。 

 

６．会社法第９２１条の変更の登記をした日（会社法施行規則第２００条第６号） 

   ２０２０年１月２１日 

 

７．前各号に掲げるもののほか、本合併に関する重要な事項（会社法施行規則第２００条第７号） 

   該当事項はありません。 

 

２０２０年１月２１日 

                        滋賀県彦根市西今町１番地  

                        株式会社 平和堂    

                        代表取締役社長 平松正嗣 



【別紙】 

吸収合併消滅株式会社の事前開示事項 

 

南彦根都市開発株式会社（以下「当社」といいます。）および株式会社平和堂は、当社を吸収合併

消滅会社、株式会社平和堂を吸収合併存続会社とする合併契約書を２０１９年１０月２９日付で締

結しました。本合併契約につき、会社法第７８２条第１項および会社法施行規則第１８２条に基づ

き、以下のとおり、法令所定の事項につき本店に備置いたします。 

 

１．合併契約書の内容（会社法第７８２条第１項） 

別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第１８２条第１項第１号） 

 当社は、株式会社平和堂の１００％子会社であるため、本合併による株式、金銭その他の対

価の交付はありません。 

 

３．合併対価について参考となるべき事項（会社法施行規則第１８２条第１項第２号） 

該当事項はありません。 

 

４．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第１８２条第１項第

３号） 

   該当事項はありません。 

 

５．計算書類等に関する事項（会社法施行規則第１８２条第１項第４号） 

別紙２のとおりです。 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

  （会社法施行規則第１８２条第１項第５号） 

   当社と株式会社平和堂の最終事業年度の末日現在の貸借対照表における資産の額、負債の額

および純資産の額は以下のとおりです。 

 資産の額 負債の額 純資産の額 

当社(単体) 4,611 百万円  2,919 百万円  1,691 百万円  

株式会社平和堂(連結) 288,976 百万円  133,346 百万円  155,630 百万円  

以上のとおり、当社および株式会社平和堂の財務体質も健全でありますので、標記の債務の

履行の見込みに関する懸念はありません。 

 

２０１９年１０月２９日 

                        滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３番地の１  

                        南彦根都市開発株式会社 

                        代表取締役社長 夏原平和 






























































































